
1. はじめに
　
　２０２１年１２月２日、「職場における LGBT」をテー
マに、第３６回ブナの森セミナーを開催いたしました。
LGBT は、もうすでに社会に十分浸透した言葉、概念
であり、決して目新しいものではありません。しかし、
LGBT 当事者に対するケアはまだまだ十分ではありま
せん。
　そこで、今回のセミナーでは、職場という場面にお
いて、LGBT 当事者へどのように向き合っていけばい
いのか、どのような法的リスクがあるのかという点に
ついて、裁判例やケーススタディを交えながら解説を
行いました。
　以下では、本セミナーの内容を一部ご紹介します。

2. LGBT を取り巻く環境
　

（1）数的割合

　LGBT という言葉自体を目にすることは多いですが、
実際、自分が LGBT だと認識している人はどのくらい

いるのでしょうか︖実は、２０１８年の調査では８．
９％、２０１９年の調査では１０．０％の人が、自分
は LGBT だと回答しているのです。いずれも広告代理
店の調査によるものではありますが、１０人に１人が
自分は LGBT だと回答しているという結果について、
意外と多いなと感じた方もいらっしゃるのではないで
しょうか。
　

（2）法制度と自治体の動き

　現在、日本では、LGBT への差別の禁止を明記した
法律はありません。同性婚についても、未だ法整備に
は至っていません。戸籍上の性別については、性別適
合手術の実施等を含む厳格な要件をクリアすれば変更
出来るようになっています。
　他方で、地方自治体では、差別禁止を明記した条例
や同性カップルの公証制度が定められたり、性別欄の
ない印鑑登録証明書の発行、職員採用試験での性別申
出の任意化、同性カップルの区営住宅への入居可能化
などの対応が行われつつあります。

（３）経済界の対応

　このように、LGBT への対応を積極的に検討してい
こうという動きが全国的に広まっている中で、各企業
においても LGBT への対応の必要性は日々高まってい
ます。この点、経団連の提言や東京証券取引所のコー
ポレートガバナンス・コード、SDGｓ等において、
LGBT への適切な理解、知識の共有、取り組みの推進
を促すための提言がなされています。

（４）具体的な取り組み例

　ただ、あくまで、各企業においての対応策について
は、その業種や特性に応じて、各企業自らが指針を立
て、取り組みを実施していかなければなりません。具
体的に行われている取り組みとしては、性的指向に基
づくハラスメント等の禁止の社内規定への明記、福利
厚生・介護育児休暇の適用範囲拡大、社内相談窓口の
設置、性別を問わないトイレの設置等の職場環境の整
備、採用活動において性別記載を任意とする等の配慮
など、多岐にわたります。

3. 法的な考え方

　企業内では、従業員の身体的な性別と自認する性別
との不一致によって、当該従業員の要望と他の従業員

や顧客、企業自身の利益とが衝突することがあり得
ます。
　例えば、店頭でお客様対応をしている男性社員が、
女性社員の制服を着て髪型や化粧も女性的にしてお
客様対応をしたいと申し出たのに対し、お客様が違
和感を抱くのでバックオフィスに配置転換してもよ
いか、といったケースや、身体的には男性の社員が
女性トイレを使用したいと申し出たのに対し、女性
社員が不安がっているので認めないべきか、といっ
たケースが考えられます。
　裁判所は、このようなケースでは、当該社員の人
格的利益に関わる重要な問題であるため、当該社員
との間で十分な協議を行っているかどうか、業務上
の必要性はあるかどうか、当該社員と他の社員やお
客様の受ける不利益はどの程度か、といった観点か
ら慎重に検討しており、会社の判断が権利濫用で無
効とされた事案はいくつもあります。
　また、「アウティング」が問題となることもありま
す。アウティングとは、本人の承諾なく本人が公表
していない性的指向や性自認を第三者に公表するこ
とを意味します。人格権やプライバシー権を直接侵
害する行為となるため、業務上の必要性が極めて高
いケースでなければ認められないものと思われます。
また、仮に認められても、情報開示の内容及び対象
は必要最低限の範囲に限られることとなり、会社に
は極めて慎重な対応が求められます。

4. さいごに

　このように、LGBT の職場環境に関しては、様々
な課題が存在しています。会社ごとのリソースの限
界や業務内容からくる制約などももちろんあります
が、そのような制約のなかでも、属性によって一括
りにすることなく、LGBT 当事者にまずは寄り添い、
出来る限りの対応策を当事者と一緒に考えていくこ
とが大切です。
　本セミナーには、多数の皆様にご参加を頂き、「職
場における LGBT」に対する皆様の関心の高さがう
かがえました。
　次回も、多くの皆様のご参加をお待ちしています。

　　　

ー所長からのワンポイントアドバイスー

　　　３

　　　　　　　　　　（所長弁護士　　藤田　哲）

１　我々昭和時代の中高年者にとって、ＬＧＢＴの
問題は、頭では理解できても、肌感覚でしっくり
くるとまではいきません。
　これまでの長い生活の中で、親や友人たちから
の影響を受け、「男らしさ、女らしさ」のイメージを、
知らず知らずの内に身につけてしまったのだと思
います。

２　ＬＧＢＴの人が１０％近くいるという話は、
私にとって驚きでした。性的な「少数者」とはと
てもいえないと思いました。

３　私たちが職場でＬＧＢＴの人のことを考える
にあたっては、まずはそのような人と知り合い、
その人の話を聞き、その人とじっくり話し合うこ
とから始めたらどうかと考えています。

４　私たちがＬＧＢＴの人を誤解していることも
多いと思いますし、多種多様な考え方や生き方が
あることをあらたに知り、性の豊かさを知るきっ
かけにもなると考えます。
　異質なものを排除するのではなく、その人の個
性として受け入れていく。
　この社会はモザイクのように多種多様な人から
成り立っていることを理解するためにも、このＬ
ＧＢＴの問題はとてもよい機会になると思います。

５　私の好きな山登りの世界でも、単一的な人工
林ではなく、様々な樹が入り交じる自然林の方が、
森としてはるかに豊かで、そこに立ち入る我々も
不思議と落ち着きます。我々人間も自然の中の一
員であることを考えれば、様々な人が同じ社会に
いてこそ、この社会が豊かになることを忘れては
ならないですネ（自戒と反省を込めて）。


